
1 
 

令和 8 年 4 月 1 日 
日本下水道事業団 

 
建設キャリアアップシステム（ＣＣＵＳ）活用工事実施要領 

 
１．趣旨 
 建設キャリアアップシステム（以下「ＣＣＵＳ」という。）は、技能者の資格や現場での
就業履歴等を登録・蓄積し、技能・経験が客観的に評価されることで、技能者の適切な処遇
につなげる仕組みである。公共工事の品質確保のため、優れた技能と経験を有する技能者を
将来にわたって確保・育成することは、発注者が果たすべき責務となっている。 
 本要領は、ＣＣＵＳの活用の促進に向け、日本下水道事業団が発注する工事において、建
設キャリアアップシステム（ＣＣＵＳ）活用工事（以下ＣＣＵＳ活用工事という。）の試行
を実施するために必要な事項を定め、もって、ＣＣＵＳ活用工事の試行の円滑な実施に資す
ることを目的とする。 
 
２．用語の定義 
 本要領において使用する用語の定義は以下のとおりとする。 

（１）対象期間     
現場の稼働している期間をいう。 
なお、休日、祝日、年始年末、夏期休暇、工場製作のみを実施している期間、工事全

体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外とする期間は含めない。 
 （２）下請企業    

建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第２条第５項に規定する下請負人のうち、工事
において施工体系図への記載が求められるものをいう。ただし、一人親方及び当該工事
現場での施工が２週間以内の企業を除く。 

 （３）技能者      
下請企業の従業員で、建設技能者として就労するものをいい、一人親方を含む。ただ

し、当該工事現場での就業が２週間以内のものを除く。 
 （４）カードリーダー 
   技能者の就業履歴情報の登録に対応したＩＣカードリーダーをいう。 
 （５）ＣＣＵＳ登録事業者  

下請け企業のうち、一般財団法人建設業振興基金に対し、事業者として自社の情報、
雇用する技能者に関する情報又は建設現場に係る情報を登録するＣＣＵＳの利用者をい
う。 

 （６）ＣＣＵＳ登録技能者  
技能者のうち、一般財団法人建設業振興基金に対し、技能者として本人情報を登録

し、就業履歴情報を蓄積するＣＣＵＳの利用者をいう。 
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 （７）登録事業者率 
   ＣＣＵＳ登録事業者の数／下請企業の数 
 （８）登録技能者率 
   ＣＣＵＳ登録技能者の数／技能者の数 
 （９）就業履歴蓄積率 
   建設キャリアアップカードのカードリーダーへのタッチ等をして工事現場へ入場した

技能者の数／工事現場へ入場した技能者の数 
 （10）計測日 
   登録事業者率、登録技能者率、就業履歴蓄積率を計測する日をいう。 
 （11）平均登録事業者率、平均登録技能者率及び平均就業履歴蓄積率 
   計測日における登録事業者率、登録技能者率、就業履歴蓄積率の平均値をいう。 
 
３．ＣＣＵＳ活用工事 

（１）試行方式 
  対象工事において、契約後、受注者が現場着手前に発注者に対してＣＣＵＳの活用に取

り組む旨を希望する工事を対象とする。 
  試行の対象は原則、全ての工事を対象とする。 
 （２）対象工事 
  工事ごとの対象の有無は、入札公告による。 
 （３）実施方法 
  発注者は、「建設キャリアアップシステム（ＣＣＵＳ）活用工事」である旨を別添１の

とおり公告時の資料及び特記仕様書に明示する。契約後、受注者がＣＣＵＳ活用工事の実
施を希望する場合は、現場着手前までに工事打合せ簿により、別添２「建設キャリアアッ
プシステム（ＣＣＵＳ）活用工事」実施届出書を監督職員に提出し、その旨報告する。 

 （４）ＣＣＵＳ活用工事の積算上の取扱い 
  ＣＣＵＳに係る費用等（登録費用、カードリーダー等の設置費用、ＣＣＵＳ現場利用料

（カードタッチ費用））は、受注者の負担とする。 
（５）ＣＣＵＳ活用工事としての実施内容 

受注者は、対象期間、ＣＣＵＳ活用工事として以下の内容について実施するものとする。 
  １）カードリーダー等の設置及び運用 
  ２）指標の計測 

ＣＣＵＳ活用状況の把握のため、受注者は登録事業者率、登録技能者率及び就業履歴蓄
積率の各指標の計測を行う。なお、各指標の目標基準値は定めない。 

（６）実施状況の確認 
  １）受注者は、カードリーダー等を現場に設置した際、設置状況が分かる写真を撮影

し、監督職員に提出するものとする。 
  ２）各指標の計測は、現場工事の開始日から工事が完了するまでの期間中に２回以上計

測を行う。なお、計測の間隔は原則として、概ね１か月以上の間隔をあけること。 
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具体的な計測日は、受発注者協議のうえで決定する。計測は受注者により実施するも
のとし、受注者は計測後速やかに計測日における指標の結果を監督職員に提出する。 

なお、計測日における指標の算定の根拠となる資料（施工体系図、施工体制台帳、作
業員名簿、その他現場に入場している事業者数・技能者数を発注者が客観的に確認でき
る資料及びＣＣＵＳによって受注者が当該計測日において出力した現場の帳票データ
等）についても結果とともに提出すること。また、受注者は、最終計測日の測定完了
後、平均登録事業者率、平均登録技能者率及び平均就業履歴蓄積率を算出し、監督職員
に結果を工事打合せ簿に別添３「建設キャリアアップシステム（ＣＣＵＳ）活用工事」
実施報告書を添付し、提出すること。 

 
４．実施内容を達成した場合の工事成績評定における評価 
 受注者が３．（５）（６）に揚げる実施内容を適切に実施した場合は、工事成績評定の主
任監督員の創意工夫【その他】の項目で、１点加点評価する。 
 なお、受注者の都合によりＣＣＵＳを活用しない場合、又は活用を希望したが実施内容を
実施できなかった場合であっても、工事成績評定を減点する措置は行わない。 
 
５．その他 
 この要領に定めのない事項については、受発注者の協議により定めるものとする。 
 
６．試行の実施 
 この要領は、令和 8 年 4 月 1 日以降に公告する工事から適用する。 
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別添 １ 
 
記載例 
 
１．入札公告への記載例 
 

省略 
3.9 その他 
3.9.1 入札方式 電子入札・〇〇審査案件 

省略 
3.9.〇 「週休２日制適用工事」試行対象工事 有・無 
3.9.〇 余裕期間の施行工事 有・無 
3.9.〇 「建設キャリアアップシステム活用工事」試行

対象工事 
 有 

省略 
 
※入札公告の「3.9 その他」に「建設キャリアアップシステム（ＣＣＵＳ）活用工事」試行対

象工事の有無を追記する。 
 
 
 
 
２．特記仕様書記載例 
 
 「建設キャリアアップシステム（ＣＣＵＳ）活用工事」の適用 
 
  本工事は、受注者が工事着手前に発注者に対して建設キャリアアップシステム（CCCUS）

の活用を希望したものを対象とする試行工事である。実施内容および方法は、「建設キャリ
アアップシステム（CCUS）活用工事実施要領」による。 
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別添 ２ 
令和 年 月 日 

 
 
日本下水道事業団 
主任監督員 
氏  名    殿 
 

受注者   現場代理人  
氏   名 

 
 
 
 

「建設キャリアアップシステム（ＣＣＵＳ）活用工事」実施届出書 
 
 
 
 
「建設キャリアアップシステム（ＣＣＵＳ）活用工事」の実施について、次の通り希望しま
す。 
 
 
 
 
 
工 事 名： 
 
 
現場着工予定日： 
 
 
備 考： 
 
 
（注） 
（１）現場着工前までに、主任監督員又は施工側の主任監督員に提出する。 
（２）「建設キャリアアップシステム（ＣＣＵＳ）活用工事」実施要領に基づき実施する。 
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別添 ３ 
 
 

令和 年 月 日 
日本下水道事業団 
主任監督員 
氏  名    殿 
 

受注者   現場代理人  
氏   名 

 
 

「建設キャリアアップシステム（ＣＣＵＳ）活用工事」実施報告書（第〇回） 
 

 
1. カードリーダー設置状況（写真） 
 
 
 
２．計測日と指標の計測結果 

計測日①：令和 年 月 日 
登録事業者率 ： 〇/〇 ＝ 〇 ％ 
登録技能者率 ： 〇/〇 ＝ 〇 ％ 
就業履歴蓄積率： 〇/〇 ＝ 〇 ％ 

 
計測日②：令和年月日 

登録事業者率 ： 〇/〇 ＝ 〇 ％ 
登録技能者率 ： 〇/〇 ＝ 〇 ％ 
就業履歴蓄積率： 〇/〇 ＝ 〇 ％ 

 
全計測日の結果の平均 

平均登録事業者率  〇％ 
平均登録技能者率  〇％ 
平均就業履歴蓄積率 〇％ 

 
 
（注） 
(1)本報告書は、各計測日ごとに主任監督員又は施工側の主任監督員に提出する。なお、全計

測日の結果の平均は、最終の計測日の結果の報告書作成時に入力すること。 
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(2)各指標は、小数点第 2 位を四捨五入すること 
(3)登録事業者率（ＣＣＵＳ登録事業者の数／下請企業の数） 
(4)登録技能者率（ＣＣＵＳ登録技能者の数／技能者の数） 
(5)就業履歴蓄積率（建設キャリアアップカードのカードリーダーへのタッチ等をして工事現

場へ入場した技能者の数／工事現場へ入場した技能者の数） 
(6)平均登録事業者率、平均登録技能者率及び平均就業履歴蓄積率  

計測日における登録事業者率、登録技能者率、就業履歴蓄積率の平均値をいう。 
(7)根拠資料（施工体系図、施工体制台帳、作業員名簿、その他現場に入場している事業者

数・技能者数を発注者が客観的に確認できる資料及びＣＣＵＳによって受注者が当該計測日
において出力した現場の帳票データ等）についても結果とともに提出すること。 


